
（５）県別旅行業者数の推移

種別

県別

21 69 227 42 53 412 21 65 247 36 87 456 23 66 245 33 124 491 22 70 218 29 130 469

0 11 18 3 2 34 0 11 22 3 1 37 0 12 20 3 2 37 0 13 17 2 4 36

4 25 36 10 4 79 4 25 35 10 11 85 4 26 34 9 17 90 3 25 33 8 22 91

4 45 49 9 6 113 4 44 47 8 15 118 4 45 45 9 23 126 4 44 44 9 23 124

2 29 19 8 0 58 2 26 24 9 6 67 2 28 21 9 8 68 0 34 17 10 9 70

2 26 22 14 0 64 2 27 23 9 2 63 2 27 22 7 3 61 2 27 21 5 4 59

5 42 45 11 7 110 5 42 46 11 14 118 5 43 46 11 16 121 5 42 42 6 16 111

38 247 416 97 72 870 38 240 444 86 136 944 40 56 88 81 193 994 36 255 392 69 208 960

688 2,980 5,816 706 717 10,907 691 2,980 5,803 675 1,102 11,251 686 3,043 5,692 620 1,538 11,579 670 3,036 5,451 564 1,714 11,435
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（注１）令和2年・令和3年は4月1日現在、平成30年～令和元年は5月1日現在。
（注2）第1種旅行業者は管内に本社を有する事業者のみ。
　　　　①　第1種旅行業　国内・国外あらゆる旅行業務を取り扱うことができる。
　　　　②　第2種旅行業　海外の募集型企画旅行以外の旅行業務を取り扱うことができる。
　　　　③　第3種旅行業　募集型企画旅行以外（営業所が所在する市町村及びそれに隣接する市町村内を除く）の旅行業務を取り扱うことができる。
　　　　④　旅行業代理業　報酬を得て所属旅行業者のために、一定の行為（旅行業法第2条第1項第1号から第8号までの行為）を代理して旅行者と契約を締結する業務を行うことができる。
　　　　⑤　旅行サービス手配業　報酬を得て旅行業者のために旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供するものとの間で、
             代理して契約し、媒介をし,又は取次ぎをする行為を行うことができる。
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